代理店販売契約書

（総則）

第１条

　　　　　（以下、「甲」という。）とラッキー株式会社を締結し、信義に従い誠実にこれを守るものとする。

２　甲、乙双方いずれも相手の業務上の秘密を洩らし、信用を傷つけ、またはその恐れのある行為をしないものとする。

（価格）

第２条

甲が、販売する商品（以下、「本商品」という。）の機種名、希望小売価格などについては、

「別紙付表（１）のとおりとする。

２　乙が、甲に対して販売する本商品の価格については、「別紙付表（１）」の希望小売価格の６５％とする。

（名称の表示）

第３条

甲は、本商品の販売に際し、乙の代理店であることを表示することができる。

（保証金）

第４条

乙は、甲から保証金として５０万円を預かることとする。甲が、本商品の代金支払義務を怠った場合、乙は、保証金から天引きすることができる。

２　本契約が解除された場合、甲は、乙に対して、保証金を速やかに甲が指定する金融機関の口座に、現金で振り込んで返金する。

（個別契約）

第５条

個別契約は、甲が発注日、本商品の機種名、台数、納品場所などを記載した注文書により、乙に発注し、乙がこれを承諾することにより成立する。

２　前項の注文書到達後、乙が２週間以内に異議を申し出ない場合は、注文書の内容を承諾したものとみなす。

３　甲は、乙に対して、本商品を発注する台数は、１回につき１０台以上とし、甲が、年間で１００台以上の販売実績を挙げた場合、乙は、台数に応じて、乙の定める報奨金を支払うものとする。

４　乙は、個別契約の成立後２ヶ月以内に、メーカーによって梱包された状態のまま、本商品を納品するものとする。ただし、政変、天変地異などメーカーから本商品を納入することが困難な状況に陥った場合は、この限りではない。

５　甲は、乙に対して、注文書を発送した後１週間以内に、卸売価格の５０％を乙が指定する金融機構の口座に現金で振込むこととする。なお、注文書を発送してから１週間以内に、現金の振込みがなされなかった場合、発注はなされなかったものとみなす。

６　本商品の納品をする際にかかる運送費と荷造り費は、乙の負担とする。

７　甲は、本商品の納品がなされたときは、直ちにこれを開梱のうえ検査し、メーカーの欠陥や数量不足などがあった場合は、直ちにその旨を乙に申し出るものとする。

８　前項の検査などを、もし甲が怠った場合は、メーカーの欠陥があったことを理由にして、返品などを請求することできない。

９　乙は、甲が本商品の代金を完済したのを確認した後に、自動車通関証明書を遅滞なく送付するものとする。

（報告・指示）

第６条

乙は、いつでも甲に対し、本商品の販売先、販売数量、販売単価の報告を求めることができる。

２　乙は、前項の報告に基づき、甲に対して販売先、販売数量、販売単価について、指示をすることができる。

３　甲は、前項に基づく乙の指示があるときは、これに従わなければならない。

（濫売禁止）

第７条

甲は、乙の書面による事前の同意なくして、本商品の小売価格を著しく下げ、特約、廉売など、これを濫売してはならない。

（販売地域）

第８条

甲は、原則として、乙が指定する地域内において販売する。ただし、甲が指定地域以外において販売を行うときは、事前に乙に通知して承諾を得るものとする。

２　甲（大口取引先を除く）が、特別の事情により、乙に対して、都道府県など広範囲に及ぶ地域での販売を希望する際は、権利金、保証金、発注台数などについて協議した上で、別途契約を締結するものとする。

３　乙は、甲の販売地域に他の代理店を設けることができるものとする。

４　乙は、大口取引先への販売など特別の事情があれば、代理店を介さずに直接販売できるものとする。

（所有権）

第９条

本商品の所有権は、代金の完済があるまでは、乙より甲に移転しないものとする。

（通知事項）

第１０条

甲は、住所、氏名、商号、名称、代表者の移動や第１２条４項に該当する事項が生じた場合、乙に対して書面で通知するものとする。

２　乙は、事情により取り扱い車種の中止あるいは新規増種をするときは、遅滞なく甲に対して書面通知するものとする。

（納品後の処理）

第１１条

甲の顧客より、本商品についてのメンテナンスや修理、苦情の申出等があったときは、すべて甲において解決処理するものとし、乙に迷惑をかけないものとする。ただし、乙は甲が希望したときは、乙の指定する場所において、アフターケアの指導をするものとする。

２　本商品の部品の供給は、乙が甲に対して有償で行うこととする。

（本契約の解除）

第１２条

甲または乙は、相互に３ヶ月前までに相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。

２　乙が、本契約に定める各条項に違反したときは、甲は、本契約を解除したうえ、過去３ヶ月の１ヶ月平均売上高に相当する損害賠償を請求することができる。

３　甲が、本契約に定める各条項に違反したときは、乙は、催告をすることなく、本契約を解除することができる。

４　甲または乙は、相手方が次の各号のいずれか該当したときは、催告その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

（1） 監督官庁より営業の取消し、停止等処分を受けたとき。

（2） 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、または自ら振り出した手形の不渡処分を受けたとき。

（3） 第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行若しくは競売申立て、または、公租公課の滞納処分を受けたとき。

（4） 特別清算、破産、民事再生手続、または会社更生手続開始決定の申立て等の事由が生じたとき。

（5） 解散の決議をしたとき。

（6） 経営が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

（7） 相手方に対する著しい背信行為があったとき。

５　本契約が解除された際、甲は、本商品に関する未払いの代金があった場合、直ちに乙に対して支払うものとし、乙は、甲に納品したもの販売されなかった本商品を直ちに回収することができる。

（有効期間）

第１３条

本契約の有効期間は、本契約成立後１年間とし、期間満了３ヶ月前までに、甲乙がお互いに相手方に対し、文書による更新拒絶の申出を出さない限り、さらに１年間を更新されるものとし、以後も同様とする。

（遅延損害金）

第１４条

甲が本契約に基づく債務（本商品の売買代金支払債務など）の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利１４．６％の割合による遅延損害金を乙に支払う。

（公証証書）

第１５条

甲は、本契約に基づく金銭債務の不履行があった場合、乙の要求に応じ、直ちに強制執行を受けても異議はない旨の認諾条項を付して、本契約の趣旨に従い、公証証書にすることを承諾するものとし、その作成費用は甲の負担とする。

（合意管轄裁判所）

第１６条

甲及び乙は、本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とする。

（規定外条項）

第１７条

この契約に規定のない事項や、この契約条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙協議の上で解決する。

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各自１通を保有する。

平成　　年　　月　　日

甲

乙

